


に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではない

こと。 

（７）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害 

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

（８）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。 

（９）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

者ではないこと。 

（10）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこ

と。 

（11）暴力団又は暴力団員及び（７）から（10）までに定まる者の依頼を受けて公募に参加しよ

うとする者でないこと。 

（12）不測な事態が起きたときには適切に対応できること。 

 

５．選考方法  公募による企画競争による。 

 

６．提出書類 

  公募要領のとおり。 

 

７．公募要領等の交付 

  ・日 時 平成２９年１２月８日（金）～平成３０年２月２８日（水）１７：００ 

  ・場 所 福岡視力障害センター 庶務課庶務係 

 

８．応募締切日 

  平成３０年３月１日（木）１７：００必着 

 

９．書類提出先 

〒８１９－０１６５ 福岡市西区今津４８２０番地の１ 

  国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ自立支援局福岡視力障害ｾﾝﾀｰ庶務課庶務係  

なお、提出いただいた書類は返却いたしません。 

 



10．本件問い合わせ先 

  〒８１９－０１６５ 福岡市西区今津４８２０番地の１ 

  国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ自立支援局福岡視力障害ｾﾝﾀｰ庶務課庶務係  

  TEL：092‐806‐1361  FAX：092‐806‐1365  E-mail：eto-masayuki@rehab.go.jp 
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